第７号様式（第14条関係）　　　　　　　　　　　

                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

大阪府知事　様


                                        住　　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法人名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　


物流の脱炭素化（EV・FCトラック）促進事業における実績報告書


　　　年　　月　　日付け大阪府指令エネ政第　　　号で補助金の交付決定通知のあった
物流の脱炭素化（EV・FCトラック）促進事業に係る事業を完了したので、大阪府補助金交付規則（昭和45年大阪府規則第85号）第12条及び物流の脱炭素化（EV・FCトラック）促進補助金交付要綱 （以下「要綱」という。）第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１　導入したZEV等　　　　　　　別紙のとおり

２　補助対象経費　　　　　　　　金　　　　　　　　円　

[bookmark: _Hlk157011541]３　補助金交付申請額　　　 　　　金　　　　　　　　円(千円未満切り捨て)

４　添付書類
ア　補助対象経費に係る請求書の写し
イ　補助対象経費の支払いを証する領収書等の書類(添付できない場合は後日提出すること。）
ウ　本事業により導入したZEVトラックの自動車検査証の写し
エ　本事業により導入したZEVトラック・充電設備の写真（要綱第８条第２項関係）
オ　国補助事業における補助金の額の確定通知書の写し(添付できない場合は後日提出すること。)
カ　その他参考となる書類（別紙において添付することを定めている書類等） 

	担当者（役職・氏名 (フリガナ)）
	

	電話番号
	
	ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
	

	送付先
住　所
	(郵便番号              )



 (注) 「送付先住所」の欄には、通知文書等が確実に到達する住所を記入すること。
また、住所を変更した際は速やかに大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課に連絡すること。


第７号様式（第14条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙①（ZEVトラック用）


ZEVトラック（EV/FCトラック）


	ZEVトラックを導入した施設の名称及び所在地
	名　称：
所在地：

	導入したZEVトラックの使用の本拠の位置
	



	使用者（借受人）の氏名又は名称及び住所
※所有者と使用者が同一の場合は記入不要
	氏名又は名称：
所在地：

	導入したZEVトラックのメーカー名等
	メーカー名：
車名：
型式：

	事業完了日

※導入車両の新車新規登録日、EVトラック又はFCトラックの改造を行った使用過程車の自動車検査証の交付を受けた日又は充電設備を設置した日のいずれか遅い日を記入
	　　　　年　　　月　　　日

	補助対象経費
	金　　　　　　　　円
（金　　　　　　　　円／台）

	国補助事業の補助金確定額
	金　　　　　　　　円
（金　　　　　　　　円／台）※（a）

	導入台数
	 　　　　　　　      　　　　　　 台※（b）

	補助金交付申請額（（a）×1/4×（b））
(上限を超える場合は上限額。千円未満切り捨て。)
	金　　　　　　　　円



（注）１　交付申請等を行った補助対象となる導入トラックごとに１枚ずつ作成すること。ただし、同一の自動車を複数導入する場合にあっては、それらを１枚にまとめることができる。
２　補助金に係る消費税及び地方消費税は補助対象経費としない。
３　導入トラックの種別は、EVトラック、FCトラックの別を記入する。 
４　次の資料を添付すること。（提出の場合は○を付けること。）
　
	自動車リース事業者にあっては、自動車賃貸契約書の写し
　※転リースの場合は中間会社の契約書（写し）を含む
	


	事業が完了したことを確認するに足りる書類（要綱が確認できる書類等）
	



５　自動車リース事業者にあっては、リース料に対する補助金の取り扱いについて、以下の中から適当なものに○を付すこと。
	月額リース料率を低減　・　車両本体価格から減額　・　借受人に現金で還付




第７号様式（第14条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙②（充電設備用）

充電設備

	充電設備を導入する者（補助金を受ける者）の氏名又は名称
	
氏名又は名称：
所在地：


	設置等場所
	

	使用者（借受人）の氏名又は名称及び住所
※所有者と使用者が同一の場合は記入不要
	氏名又は名称：
住所：

	充電設備のメーカー名等
※該当するものをチェックすること。
	メーカー名：
型式：
出力：
充電口数：

	事業完了日

※ZEVの新車新規登録日又は外部給電器若しくは急速充電設備を設置した日のいずれか遅い日を記入
	　　　年　　　月　　　日

	導入基数
	   　　　 　   　  　 　基 ※（a）

	補助対象経費（本体価格）
	金　　　　　　　　円
　　　　 （金         　　　円／基 ）※(b)

	補助金交付申請額（本体価格）（（a）×（b）×1/4）(千円未満切り捨て。)
	金　　　　　　　　円



（注）１　補助対象となる充電設備ごとに１枚ずつ作成すること。ただし、同一の充電設備を複数導入する場合（設置場所が異なるものは除く）にあっては、それらを１枚にまとめることができる。
２　補助金に係る消費税及び地方消費税は補助対象経費としない。
３　次の資料を添付すること。（提出の場合は○を付けること。）
	自動車リース事業者にあっては、自動車賃貸契約書の写し
※転リースの場合は中間会社の契約書（写し）を含む
	



４　自動車リース事業者にあっては、リース料に対する補助金の取り扱いについて、以下の中から適当なものに○を付すこと。
	月額リース料率を低減　・　車両本体価格から減額　・　借受人に現金で還付




